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豊田市競争入札参加資格 

審査申請要領 
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平成２２・２３年度において、豊田市・豊田市上下水道局・逢妻衛生処理組

合・豊田市土地開発公社が発注する建設工事に係る一般競争入札又は指名競争入

札に参加を希望される方は、本要領によりあいち電子調達共同システム（ＣＡＬ

Ｓ／ＥＣ）を用いて、豊田市に申請してください。 
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《はじめに》 

建設工事の一般競争入札及び指名競争入札に参加するには、入札参加について資格審査を受けな

ければなりません。 

資格審査を希望される方は、適正な申請をしていただきますようお願いします。 

以下、あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）（以下、「電子調達システム（ＣＡＬＳ

／ＥＣ）」という。）による入札参加資格審査申請（以下、「電子申請」という。）手続きについ

て定めます。 

 

１ 申請者の要件 

資格審査を希望される方は、次の要件を満たしていることが必要です。 

（１）資格審査を希望する業種について、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に基づく

建設業の許可（許可の更新申請中のものを含む。）を受けていること。 

（２）資格審査を希望する業種について、次の経営事項審査の総合評定値の通知を受けていること。 

  ①「定時受付」に電子申請される方 

審査基準日（決算日）が平成２０年７月１日から平成２１年６月３０日の間にあるもの。 

ただし、決算期の変更等により審査基準日（決算日）が上記期間に該当しない場合には、

申請時に変更後の審査基準日における経営事項審査の総合評定値の通知があるときに限り、

この要件を満たしているものとします。 

②「随時受付」に電子申請される方 

申請日からさかのぼって１年７か月以内の日を審査基準日とするもの。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場

合を含む。）に該当しないこと。 

地方自治法施行令 （抜粋） 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に

当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させ

ることができない。 

（指名競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の１１ 第１６７条の４の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを

準用する。 

 

（４）国税、都道府県税及び市町村税が未納でないこと。 

 

２ 電子申請の方法 

（１）電子申請を行おうとする者は、電子調達システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）にアクセスし、画面上

の申請書フォームに必要事項を入力し、送信してください。 

ポータルサイト https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.html 

（２）電子申請は、支店等の有無にかかわらず、電子入札コアシステムに対応した民間認証局が発

行する本店（建設業法上の主たる営業所）代表者名義のＩＣカードで行ってください。 

（３）契約を締結する営業所は、１自治体に対し１営業所に限ります。 

契約を締結する営業所は、建設業法上の営業所としての設置の許可及びその営業所における

業種の許可が必要です。（建設業許可申請書の別表を参照してください。） 

（４）電子申請においては、画面上の注意、申請者操作手引書及び「電子申請上の注意点」に従っ
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てください。 

（５）電子申請後、速やかに代表審査自治体及び申請先自治体に別送書類を送付してください。 

申請先自治体が必要とする別送書類は、２（１）に記載したポータルサイトから確認できま

す。 

 

３ 受付期間 

（１）定時受付 

平成２２年１月４日（月）～平成２２年２月１５日（月） 

平日（日曜日及び土曜日、祝日を除く。）の午前８時から午後８時まで 

（２）随時受付 

平成２２年４月１日（木）～平成２４年１月３１日（火） 

平日（日曜日及び土曜日、祝日、１２月２９日から翌年の１月３日までの日を除く。）の午

前８時から午後８時まで 

 

４ 別送書類 

電子申請によるデータ送信後、以下の書類を各１部、所定期日までに提出してください。 

別送書類（各種証明書等）は、申請日において発行日より３か月以内のものとします（鮮明で

あれば写し可）。 

（１）豊田市に提出する書類 

別表のとおり。 

（２）提出期日 

① 定時受付 

データ送信日から７日以内必着。（ただし、最終提出期限は、平成２２年２月１９日

（金）必着。） 

② 随時受付 

データ送信日から７日以内。 

※上記①、②の提出期日の最終日が休日（日曜日及び土曜日、祝日、１２月２９日から翌年の

１月３日までの日）に当たる場合は、その日以後の最初の平日とします。 

ただし、定時受付時においては、最終提出期限は平成２２年２月１９日（金）必着とします。 

（３）提出先 

〒４７１－８５０１ 

愛知県豊田市西町３－６０ 

豊田市役所 総務部契約課 

ＴＥＬ （０５６５）３４－６６１６ 

ＦＡＸ （０５６５）３４－６７８９ 

Ｅメール keiyaku@city.toyota.aichi.jp 

 

５ 資格審査 

（１）資格審査は、申請者の要件を満たしていることを調査します。 

（２）土木、建築等の等級区分を設定している業種については、その総合評定値からいずれかの等

級に格付けします（ただし、豊田市内に建設業法上の主たる営業所（以下「本店」という。）

を有する者は、総合評価値に豊田市発注者別評価点を加算した豊田市総合点から、いずれかの

等級に格付けします）。 
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６ 資格の有効期限 

  電子申請による入札参加資格の有効期限は次のとおりとします。 

ただし、平成２４年４月１日以降、新たに入札参加資格者を決定するまでの間は、従前の入札

参加資格は、なおその効力を有します。 

（１）定時受付 

平成２２年４月１日から平成２４年３月３１日まで有効とします。 

（２）随時受付 

入札参加資格決定の日から平成２４年３月３１日まで有効とします。 

豊田市における入札参加資格の決定は、申請データ受領日の翌々週の月曜日となります。た

だし、申請内容又は別送書類等に不備がある場合は、補正等が完了した翌週の月曜日以降とな

ります。 

 

７ 会社更生手続開始決定・民事再生手続開始決定等に伴う入札参加資格の取扱いに

ついて 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第

２項並びに地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第４条の規定による特定調達契約の対象となる競争入札参加資格者として認められた

方であって、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始決定又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始決定を受けた方は、再度の入札

参加資格申請をし、認定を受ける必要があります。 

 

８ グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査における結果に基づく入札参

加資格の取扱いについて 

平成２０年国土交通省告示第８５号附則四又は六の規定に基づき国土交通大臣が企業集団とし

て認定した場合には、当該企業団の代表建設業者として経営事項審査の結果の通知を受けた者は、

当該企業団の代表建設業者として再登録を受けることができます。 

その場合、当該企業集団に属する代表建設業者以外の建設業者が現に登録されているときは、

当該建設業者の登録を取り消すこととなります。 

 

９ 電子申請による入札参加資格決定後における登録内容の変更について 

  登録内容に変更が生じた場合は、速やかに電子申請により変更の手続きを行ってください。 

ただし、定時受付に係る変更手続きは、平成２２年４月１日からとなります。 

  

10 その他 

（１）電子申請に際し、絶対に虚偽のないようにしてください。万が一、虚偽の申請をした場合は

指名停止措置や入札参加資格の取消しの対象となる場合があります。 

（２）電子申請後、確認のために申請内容を証明する書面の提示（提出）を求めることがあります

ので、申請は必ず書面で証明できる内容により行ってください。 

また、証明書面は、入札参加資格の有効期限中は保管しておいてください。 

（３）入札参加資格者名簿及び入札結果をウェブサイトで公表する予定ですのであらかじめご了承

ください。 

（４）公共工事を直接官公庁から受注しようとする方は、この入札参加資格審査申請とは別に、経

営事項審査を毎年速やかに受ける必要があります。 
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別表 別送書類一覧 

 

別送書類の提出期限は、要領４（２）により提出期限が定められています。 

なお、申請先自治体間で必要となる別送書類が違う場合もありますので、電子申請を行う前に事

前に別送書類を用意してください。 

 

№ 書  類  名 対 象 摘   要 

（１） 納税証明書（国税） 豊田市を代表審査

自治体とする者 

１ 法人事業者は法人税、消費税

及び地方消費税（その３の３） 

２ 個人事業者は申告所得税、消

費税及び地方消費税（その３の

２） 

※未納の税額がないことが証明さ

れている場合は、その３でも可 

（２） 納税証明書（愛知県税） 

（未納の税額がないこと） 

豊田市を代表審査

自治体とする者 

１ 法人事業者は法人県民税、法

人事業税、自動車税 

２ 個人事業者は個人事業税及び

自動車税 

（３） 納税証明書（豊田市税） 豊田市に納税義務

のある者 

１ 証明の種類は完納証明 

（４） 技術職員名簿（※１） 豊田市内に本店を

有する者 

以下のいずれかの様式で提出 

１ 豊田市様式（ホームページか

らダウンロード） 

２ 経営事項審査申請書の別紙二

（技術職員名簿）。申請時に変

更がある場合は、加除修正した

もの。軽微な変更であれば追加

又は２本線で加筆・修正して構

いません。 

（５） 豊田市総合点の算定に必

要となる書類 

豊田市内に本店を

有する者 

別紙「豊田市総合点の算定につい

て」を参照 

 

（※１）技術職員名簿について 

提出した技術職員名簿に変更があった場合は、書面で技術職員変更届を提出してください。 

様式は豊田市のホームページに掲載しています。 

 

（※２）別送書類提出時の注意事項について 

・電子申請によるデータ送信後に出力される別送書類送付書を表紙とし、必要書類を提出してく

ださい。 

・豊田市総合点の算定に必要となる書類については、評価項目ごとにひとまとめにし、最初のペ

ージにはそれぞれインデックス等を貼り付け、評価対象項目名を記入してください。なお、必

要書類は紐綴じして提出し、評価を希望しない項目については、提出しないでください。 
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豊田市総合点の算定に必要となる

書類を提出する場合、紐綴じの

上、提出してください 

評価を希望する項目の最初のページ 

インデックス等（評価項目名を記載） 

例：ISO14001 の認証取得 

次の評価項目の最初のページ 

技術職員名簿 

納税証明書（豊田市税） 

納税証明書（愛知県税） 

納税証明書（国税）

別送書類送付書 
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【電子申請上の注意点】 

 

１ 電子申請を行う前に、申請先自治体の申請項目、別送書類の種類をご確認ください。また、電

子調達システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）の利用に際しては、あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ

／ＥＣ）利用規約をご確認のうえ、同意していただく必要があります。 

ポータルサイト https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.html 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各申請項目は、電子調達システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）に掲載の操作手引書、画面上の指示及び

本要領に従って入力してください。 

 

３ 審査（格付）状況は次のとおり照会することができます。  

○電子調達システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）にアクセスして審査（格付）の進捗状況を参照するこ

とができます。 

「入札参加資格申請（本人による申請）の照会／補正」 → 「申請状況照会／補正申請／

取下申請」 （参照する際には、ＩＣカードが必要です。） 

なお、別送書類及び電子申請内容に不備等がある場合には、補正指示が出されている場合が

あります。データ送信後、必ず、審査（格付）の進捗状況を確認してください。 

 

４ 審査（格付）結果は次のとおり照会することができます。 

○電子調達システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）にアクセスして格付結果を参照することができます。 

「入札参加資格申請（本人による申請）の照会／補正」 → 「格付結果照会」 

（参照する際には、ＩＣカードが必要です。） 

なお、定時申請の場合は、平成２２年４月１日から参照可能です。 

 

５ 電子調達システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）の操作について不明な点がある場合は、ヘルプデスクに

お問合わせください。 

電 話  ０１２０－０５９－３９９ 

受付時間 平日（日曜日及び土曜日、祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

電子申請項目の確認 

別送書類の確認 
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【申請項目について】 

 

１ 申請者情報入力 

（操作手引書 → 入札参加資格審査申請 → ５－１建設工事新規申請 → ５－１－３～） 

画面上の指示、操作手引書及び「申請項目一覧」に従って入力してください。 

 

２ 契約営業所入力 

（操作手引書 → 入札参加資格審査申請 → ５－１建設工事新規申請 → ５－１－８～） 

画面上の指示、操作手引書及び「申請項目一覧」に従って入力してください。 

（１）経営審査事項 

電子申請においては、経営審査事項について次の内容についてチェックを行っていますので、

申請にあたり十分ご注意ください。入力内容に誤りがあった場合に、電子申請が受付けられな

い場合があります。 

  ① 経営事項審査基準日が、電子による申請日から１年７か月以内か。 

  ② 建設業許可番号と審査基準日に誤りがないか。 

  ③ 資格審査を希望する業種について、経営事項審査の総合評定値の通知を受けているか。 

（２）資格審査を希望する業種 

建設業法に規定する２８業種から、５業種以内で希望する順番に入力してください。また、

専門工事を希望する場合は、別表３を参考に希望する業種を入力してください。 

 

３ 共通情報入力 

（操作手引書 → 入札参加資格審査申請 → ５－１建設工事新規申請 → ５－１－３０～） 

画面上の指示、操作手引書及び「申請項目一覧」に従って入力してください。 

 

４ 個別情報入力 

（操作手引書 → 入札参加資格審査申請 → ５－１建設工事新規申請 → ５－１－３２～） 

「申請項目一覧」で不要とされる項目が表示される場合は、豊田市の他の自治体が必要とする

項目です。それぞれの申請先自治体の申請要領等で確認してください。 
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《申請項目一覧》 

※画面上の申請書フォームでは下記の項目について、自動判定のため表示されないことがあります。 

これらの項目以外にも、選択・入力が必要な場合があります。 

許可番号等 

業者統一番号  

申請時建設業許可番号 
※一般建設業と特定建設業を共に保有している
方は、「特定」を入力してください。 

旧の建設業許可番号  

経営事項審査基準日  

申請者（建設業法上の主たる営業所）  

郵便番号  

所在地  

商号又は名称（フリガナ）  

商号又は名称（漢字）  

代表者職氏名（役職）  

代表者職氏名（氏名）  

電話番号  

FAX番号  

E-mailアドレス  

委任行為の有無  

連絡先（代行者を含む） 

部署名  

担当者名  

直通電話番号  

E-mailアドレス  

契約営業所 

郵便番号  

所在地  

契約営業所名（フリガナ）  

契約営業所名（漢字）  

代表者職氏名（役職）  

代表者職氏名（氏名）  

電話番号  

FAX番号  

E-mailアドレス  

営業年数  

 



9 

 

契約を締結する営業所を本店（本社）以外とする場合の委任事項 

委任期間  

契約を締結する営業所の許可業種 

＜２８業種＞  

資格審査を希望する業種（５業種以内で資格審査を希望する順位を入力） 

＜２８業種＞より選択 ※豊田市はこのフォームを使用します。 

＜専門工事がある場合は選択＞  

資本金等 

資本金  

営業年数  

建設業労働災害防止協会 加入区分 

 会員番号 

 交付年月日 

※労働災害防止団体法（昭和39年法律第118号）
に基づき設立された団体への加入又は未加入
を入力してください。 

（照会先：建設業労働災害防止協会愛知県支部
〔電話052-242-4441〕） 

建設業退職金共済制度 加入区分 

 共済契約者番号 

 証明書番号 

※中小企業退職金共済法（昭和39年法律第160
号）に基づき創設された勤労者退職金共済機
構建設業退職金共済事業への加入又は未加入
を入力してください。 

（照会先：建設業退職金共済機構愛知県支部
〔電話052-243-0871〕） 

ＩＳＯ認証取得状況 

ＩＳＯ９０００ｓ 認証区分 

 認証番号 

ＩＳＯ１４００１ 認証区分 

 認証番号 

※申請時において、ISO9001,9002、ISO14001の
いずれかについて、（財）日本適合性認定協
会（以下「JAB」という。）又はJABと相互認
証している認定機関に認定されている審査登
録機関からの認証又は未認証を入力してくだ
さい。 

常勤職員数 

合計 

技術職員 

事務職員 

その他職員 

※申請日現在において常時雇用している従業員
の数を入力してください。なお、「常時雇
用」及び「常勤」とは、申請者に従事し、か
つ客観的な判断事項（定期・定額の給与の支
払対象者、社会保険料の納付対象者であるこ
と等）を有することをいいます。 
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有資格者技術職員数等 

建設機械施行技士 １級 

 ２級 

土木施工管理技士 １級 

 ２級 土木 

  鋼構造物塗装 

  薬液注入 

建築施工管理技士 １級 

 ２級 建築 

  躯体 

  仕上げ 

電気工事施工管理技士 １級 

 ２級 

管工事施工管理技士 １級 

 ２級 

造園工事施工管理技士 １級 

 ２級 

建築士 １級 

 ２級 

※申請日現在における有資格者数を入力してく
ださい。なお、資格者の人数は、会社全体で
の資格者数とし、１人で何種類も資格のある
方については、該当する資格の欄すべてに入
力してください。ただし、１級○○・２級○
○については上位のもののみを入力してくだ
さい。 

技術士（技術士法による資格） ※「技能士」とは異なります。 

その他の技術者 
※建設業法で規定する主任技術者になりうる者
を指します。 

合計 ※該当する資格の延べ数を入力してください。 

実人員 ※実際の資格取得者数を入力してください。 

監理技術者資格者証所持者数 

土木 

建築 

管 

鋼構造物 

舗装 

電気 

造園 

その他 

※申請日現在における監理技術者資格者証所持
者を業種別に入力してください。なお、資格
証の人数は、会社全体での資格者数とし、１
人で何種類も資格を有する方については、該
当する資格の欄すべてに入力してください。 

合計 ※該当する資格の延べ数を入力してください。 

実人員 ※実際の資格取得者数を入力してください。 
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障がい者雇用率達成状況 

障がい者雇用率達成状況 

※障害者の雇用の促進に関する法律（昭和35年
法律第123号）に基づく身体障がい者又は知的
障がい者の雇用義務を達成し、同法第43条第5
項に規定する厚生労働大臣（管轄公共職業安
定所）への報告をしている場合、又は、同法
に基づく報告義務のない方で身体障がい者又
は知的障がい者（障がい者雇用率制度上にお
ける障がい者の範囲に該当する者に限る）を
雇用している場合は、「達成」を選択、そう
でない場合は「未達成」を選択してくださ
い。 

労働者災害補償保険の加入状況 

※労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50
号）に基づく労災給付に加入している場合
は、「加入」を選択、そうでない場合は「未
加入」を選択してください。 

外資状況 

（１）外国籍会社 ※豊田市は不要 

（２）日本国籍会社 ※豊田市は不要 

（３）日本国籍会社 ※豊田市は不要 

適格組合証明 

適格組合証明 ※豊田市は不要 

グループ経審 

認定通知年月日 ※豊田市は不要 

企業集団に属する企業の商号又は名称 ※豊田市は不要 

建設業の許可番号 ※豊田市は不要 

専門工事実績内容 

希望業種コード1 

専門工事コード1 

注文者1 

元請・下請区分1 

工事名1 

工事概要1 

請負代金の額1 

着工年月1 

完成年月1 

＜以下同様に５０件まで＞ 

※希望する業種のうち、「コード一覧 別表
４」にある専門工事について、電子申請日か
ら過去１０年間に完了の工事（官公庁・民間
実績、元請・下請を問いません）がある場合
に、専門工事コード１つにつき契約金額が最
高のものを１つだけ入力してください。 

税の未納のないことの確認 

未納の有無  

納税状況の確認についての同意 

確認の有無  

課税番号（豊田市分） ※入力する必要はありません。 

契約を締結する営業所 

申請先自治体との指名実績 ※豊田市は不要 

申請先自治体との契約実績 ※豊田市は不要 
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【コード一覧】 

 

別表１ 国土交通省・都道府県知事コード 

00 国土交通大臣 12 千葉県知事 24 三重県知事 36 徳島県知事 

01 北海道知事 13 東京都知事 25 滋賀県知事 37 香川県知事 

02 青森県知事 14 神奈川県知事 26 京都府知事 38 愛媛県知事 

03 岩手県知事 15 新潟県知事 27 大阪府知事 39 高知県知事 

04 宮城県知事 16 富山県知事 28 兵庫県知事 40 福岡県知事 

05 秋田県知事 17 石川県知事 29 奈良県知事 41 佐賀県知事 

06 山形県知事 18 福井県知事 30 和歌山県知事 42 長崎県知事 

07 福島県知事 19 山梨県知事 31 鳥取県知事 43 熊本県知事 

08 茨城県知事 20 長野県知事 32 島根県知事 44 大分県知事 

09 栃木県知事 21 岐阜県知事 33 岡山県知事 45 宮崎県知事 

10 群馬県知事 22 静岡県知事 34 広島県知事 46 鹿児島県知事

11 埼玉県知事 23 愛知県知事 35 山口県知事 47 沖縄県知事 

 

 

別表２ 「契約を締結する営業所の許可業種」及び「資格審査を希望する業種」の略号 

略号 業 種 名 略号 業 種 名 略号 業 種 名 

土 土木工事業 鋼 鋼構造物工事業 絶 熱絶縁工事業 

建 建築工事業 筋 鉄筋工事業 通 電気通信工事業 

大 大工工事業 舗 舗装工事業 園 造園工事業 

左 左官工事業 しゅ しゅんせつ工事業 井 さく井工事業 

と とび・土工工事業 板 板金工事業 具 建具工事業 

石 石工事業 ガ ガラス工事業 水 水道施設工事業 

屋 屋根工事業 塗 塗装工事業 消 消防施設工事業 

電 電気工事業 防 防水工事業 清 清掃施設工事業 

管 管工事業 内 内装仕上工事業   

タ ﾀｲﾙ・れんが・ブロック工事業 機 機械器具設置工事業   
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別表３ 専門工事を希望する業種の略号（２）（他の自治体では異なる場合があります） 

業  種  名 工   事   内   容 略号

とび・土工・コンクリート工事業 フェンス設置工事 

道路標識工事 

法面保護工事 

解体工事 

フ 

標 

法 

解 

電気工事業 太陽光発電設備工事 太 

管工事業 空気調和設備工事 

給排水衛生設備工事 

浄化槽設備工事 

空 

給 

浄 

鋼構造物工事業 鋼橋上部工事 鋼 

舗装工事業 アンツーカー工事 

クレイコート工事 

ア 

ク 

塗装工事業 路面標示工事 路 

機械器具設置工事業 エレベーター工事 

ポンプ据付工事 

エ 

ポ 

電気通信工事業 ＬＡＮ設備工事 Ｌ 
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別表４ 専門工事コード 

希望業種 専門工事 希望業種 専門工事 

ｺｰﾄﾞ 業種名 ｺｰﾄﾞ 工事内容 ｺｰﾄﾞ 業種名 ｺｰﾄﾞ 工事内容 

01 土木工事業 001 下水道開削工法 17 塗装工事業 001 建物塗装工事 

  002 下水道シールド工法   002 橋梁塗装工事 

  003 下水道推進工法   003 路面標示工事 

  004 道路工事 18 防水工事業 001 アスファルト防水 

  005 橋梁下部工（橋台・橋脚）工事   002 モルタル防水 

  006 鉄筋コンクリート橋工事   003 塗膜防水 

  007 木橋工事   004 シート防水 

  008 河川工事   005 目地防水 

  009 電線共同溝 19 内装仕上げ 001 インテリア工事 

  010 治山工事  工事業 002 畳工事 

  011 ＰＣ 20 機械器具 001 エレベーター工事 

02 建築工事業 001 木造建築工事  設置工事業 002 ポンプ据付工事 

  002 鉄骨造建築工事   003 舞台装置設置工事 

  003 鉄筋コンクリート造建築工事 22 電気通信 001 TV電波障害防除設備工事 

  004 鉄骨鉄筋コンクリート造建築工事  工事業 002 無線通信設備工事 

  005 プレハブ建築工事   003 有線通信設備工事 

05 とび・土工 001 地すべり防止工事   004 情報提供設備工事 

 工事業 002 地盤改良工事（薬液注入工法）   005 画像設備工事 

  003 地盤改良工事（ボーリンググラウト工法）   006 情報処理設備工事 

  004 フェンス設置工事（防球網設置工事含む）   007 ＬＡＮ設備工事 

  005 道路標識工事 23 造園工事業 001 公園整備工事 

  006 防護柵工事 25 建具工事業 001 サッシ工事 

  007 視線誘導標工事   002 シャッター工事 

  008 反射鏡工事   003 木製建具工事 

  009 道路鋲工事 26 水道施設 001 取水施設工事 

  010 遮音壁工事  工事業 002 浄水施設工事 

  011 法面保護工事   003 配水施設工事 

  012 解体工事   004 下水道処理施設工事 

  013 落石防止工事   005 導水施設工事 

08 電気工事業 001 建築電気設備工事 27 消防施設 001 泡消火設備工事 

  002 道路照明等設置工事  工事業 002 二酸化炭素消火設備工事 

  003 太陽光発電設備工事   003 粉末消火設備工事 

09 管工事業 001 空気調和設備工事   004 スプリンクラー設備工事 

  002 給排水衛生設備工事   005 自動火災報知設備工事 

  003 浄化槽設備工事   006 非常警報設備工事 

  004 管内更生工事 28 清掃施設 001 焼却炉工事 

11 鋼構造物 001 鋼橋上部工事  工事業 002 溶融炉工事 

 工事業 002 河川用水門扉工事   003 省資源化リサイクル施設工事

  003 歩道橋工事   004 粗大ごみ処理施設工事 

  004 樋門・樋管扉工事   005 高速堆肥化施設工事 

  005 橋梁耐震補強工事   006 汚水処理施設工事 

13 舗装工事業 001 アンツーカー工事   007 管理型処分場工事 

  002 クレイコート工事     

  003 透水性舗装工事     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

豊田市は、ＩＳＯ１４００１の認証取得、国等による環境物品等の推進に関する

法律（グリーン購入法）に基づいた調達等により、率先して環境保全と改善の取組

を進めています。 

納入や請負等の際には、環境保全活動へのご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問合わせ先 

〒４７１－８５０１  

愛知県豊田市西町３－６０ 

豊田市役所 総務部 契約課 
ＴＥＬ   （０５６５）３４－６６１６（直通） 

ＦＡＸ    (０５６５) ３４－６７８９ 

Ｅメール   keiyaku@city.toyota.aichi.jp 

ホームページ http://www.city.toyota.aichi.jp/ 

 
 


